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図面特記仕様書によ
る

＊　条件欄に｢ある｣と記入した場合は内容、施工方法等を記入すること。

特 記 事 項

備　考

項         目 条   件 内　　　　容 施 工 方 法
1 工程関係

－　特　記　仕　様　書　－

施工条件明示書
建設課工　事　名 令和７年度（債務）蔵王町立蔵王中学校新築工事

(3)関係機関等との協議の未成立

(4)関係機関等との協議結果、特定条件
の付加

開発行為の許可及び同工事完了広告前の建築
承認

監督職員に確認のうえ調
整すること

(1)関連工事による施工時期の調整
(2)施工時期による制限

3 安全対策関係
(1)交通安全施設等の指定

2 公害対策関係
(1)施工方法、機械施設、作業時間等の
制限

(1)濁水、湧水処理のための特別な対策
の必要性

5 建設副産物対策関係

(2)占用埋設物との近接工事による施工
方法、作業時間の制限

4 排水工関係

(1)共通事項
下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、
下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入
れの可否を確認すること。

(2)建設発生
土

処理・処分

ある ない 自由処分 自由処分 km

km

建設汚泥 ある ない km

km

工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画
打合せ時に監督職員と協議すること。

アスファルト塊 ある ない km

コンクリート塊
ある ない

建設発生木材 ある ない

(4)再生材の利用

小型構造物型枠(木製合板)を使用する場合、｢県産材利用型枠用合板(宮城県リサイクル認定製
品)｣を使用すること。

ある ない
内容

イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、
監督職員と協議すること。

6 工事現場のイメージアップ

km

(3)建設発生
土以外の建設
副産物

処理・
処分

その他 ある ない

9 共通仕様書の適用
特に条件明示のないものについては、｢国土交通大臣官房官庁営繕部監修　公共建築（改修）工
事標準仕様書｣によること。

項　　　　　　目 内　　　　　　容 施 工 方 法
1 追加事項

7 資材関係(生コンクリート) 生コンクリートは、別に指定のある場合を除き、高炉セメントＢ種(JIS R 5211)の使用を原則
とする。但し、請負者は高炉セメントの使用が明らかに不適当であると判断するに足りる合理
的理由が有る場合は、別途監督職員あて協議すること。

高炉セメントを用いた生コンクリートを使用するにあたり、JIS規格製品以外を使用する場合
は、宮城県土木部共通仕様書に基づき、請負者は配合に臨場し、製造会社の材料試験結果、配
合の決定に関する確認資料を監督職員に提出し、確認を得なければならないものとする。

生コンクリートの使用に当たっては、｢宮城県生コンクリート品質管理監査会議｣が交付する｢品
質管理監査合格証｣を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められ
る工場の製品を使用すること。

8 施工体制について(施工体系図等の提
出・説明)

受注した工事の一部を下請で施工する場合は、一部下請通知書の他、下請契約にかかる書面の
写し、下請指導責任者届及び工事元請・下請関係者一覧表提出すること。また、下請契約の総
額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)を越える場合は、施工体系台帳及び施工体系
図を提出すること。

完成検査日程 工期内検査とする。
監督職員に工程表を提出
すること。

町内企業の積極的な活用

本町経済活性化及び町内企業の育成振興の観点から、下
請負及び資材調達等においては、可能な限り町内企業を
活用すること。
※協力企業を制限するものではない。

監督職員に施工体系図等
を提出すること。


